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国 会 公 契 第 １ ３ 号

令 和 ２ 年 １ ０ 月 １ 日

各地方整備局長 殿

国土交通省大臣官房長

（ 公 印 省 略 ）

「建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領」の一部改正について

標記について、「建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領」（昭和45年12

月10日付け建設省厚第50号）の一部を下記のとおり改正することとしたので、遺漏なき

よう措置されたい。

記

「国土交通省大臣官房地方課長」を「国土交通省大臣官房会計課長」に改める。

第４第３項中「ダウンロードして得た入力プログラムを用いて、」を削る。
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別表１を次のように改める。

測量 測量法（昭和24年法律第188号）による測量士又は測量士補の登録を受けている者

建築関係建設
コンサルタント
業務

建築士法（昭和25年法律第202号）による構造設計１級建築士証の交付を受けている
者、設備設計１級建築士証の交付を受けている者、１級建築士の免許を受けている者
（構造設計１級建築士証又は設備設計１級建築士証の交付を受けている者を除く）、又
は２級建築士の免許を受けている者、建築士法施行規則（昭和25年建設省令第38号）
第17条の18の建築設備士である者及び公益社団法人日本建築積算協会の行う建築積
算士試験（建築積算資格者試験）に合格し、登録を受けている者

土木関係建設
コンサルタント
業務

技術士法（昭和58年法律第25号）による第２次試験のうち技術部門を機械部門（選択科
目を機械設計、流体機器又は機構ダイナミクス・制御とするものに限る。）、電気電子部
門、建設部門、農業部門（選択科目を農業農村工学とするものに限る。）、森林部門（選
択科目を森林土木とするものに限る。）、水産部門（選択科目を水産土木とするものに限
る。）、情報工学部門若しくは応用理学部門（選択科目を地質とするものに限る。）に合
格、又は総合技術監理部門（選択科目を上記各部門の選択科目（電気電子部門、建設
部門及び情報工学部門にあってはそれぞれいずれかの選択科目）とするものに限る。）
に合格し、同法による登録を受けている者、アジア太平洋経済協力（ＡＰＥＣ）が取りまと
めた「ＡＰＥＣエンジニア・マニュアル」に基づき、日本政府と相互免除の合意をしている
政府において、当該国内に設立したモニタリング委員会に登録され、かつ追加審査が必
要な場合はそれに合格している者、建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定
のうち検定種目を１級の土木施工管理とするものに合格した者、計量法（平成4年法律
第51号）による計量士（環境計量士（濃度関係）及び環境計量士（騒音・振動関係）に限
る。）の登録を受けている者、電気事業法（昭和39年法律第170号）による第１種電気主
任技術者免状の交付を受けている者、電気通信事業法（昭和59年法律第86号）による
伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者及び線路主任技術者資格者証の
交付を受けている者並びに一般社団法人建設コンサルタンツ協会の行うＲＣＣＭ資格試
験に合格し、登録を受けている者

地質調査業務 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を土質及び基礎とする
ものに限る。）若しくは応用理学部門（選択科目を地質とするものに限る。）とするものに
合格、又は総合技術監理部門（選択科目を上記各部門の選択科目とするものに限る。）
に合格し、同法による登録を受けている者及び一般社団法人全国地質調査業協会連合
会の行う地質調査技士資格検定試験に合格し、登録を受けている者

補償関係建設
コンサルタント
業務

不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152号）による不動産鑑定士の登録
を受けている者、土地家屋調査士法（昭和25年法律第228号）による土地家屋調査士の
登録を受けている者、司法書士法（昭和25年法律第197号）による司法書士の登録を受
けている者、及び一般社団法人日本補償コンサルタント協会の付与する補償業務管理
士の資格を有し、登録を受けている者

業種区分 有資格者
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様式１を次のように改める。

※ 受付番号 ※ 業者コ－ド

21 測量等実績高

②  直 前 ２ 年 度 分 決 算 ③  直 前 １ 年 度 分 決 算 ⑤

平成２５・２６年度において、貴 地方整備局（港湾空港関係を除く。）で行われる測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。年     月 から 年     月 から 年     月 から 年     月 から ④ 直  前  ２   ヶ   年  間  の 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

年     月 まで 年     月 まで 年     月 まで 年     月 まで 年  間  平  均  実  績  高

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

合                 計

22 有資格者数（人）

公共用地経験者

建設部門 農業部門 森林部門 水産部門

ＲＣＣＭ 土地家屋調査士 司法書士

上下水道部門 衛生工学部門 電気電子部門 情報工学部門機械部門

土木関係建設コンサルタント業務

地質調査業務

補償関係コンサルタント業務

その他

一級建築士 建築設備士
設 備 設 計

一 級 建 築 士

構 造 設 計

一 級 建 築 士
二級建築士

総 合 技 術 監 理 部 門

（ 地 質 調 査 ）

不動産鑑定士補不動産鑑定士環境計量士測量士補

州

測量士

部

申 請 を 希 望 す る 部 局

近 中 四 九関 北 中 国

総
研国

合

計

官

営

二 級 土 木

施 工 管 理 技 士

一 級 土 木

施 工 管 理 技 士

国

競 争 参 加 資 格

希 望 業 種 区 分

北 東

測    量

建築関係建設コンサルタント業務

A P E C
エ ン ジ ニ ア

伝 送 交 換
主 任 技 術 者

建築積算士

（建築積算資格者）

総 合 技 術 監 理 部 門

（ 地質を 除く 対 象科目）

第一種電気
主任技術者

補償業務管理士地質調査技士
線 路
主 任 技 術 者

東

技術士

地質調査

畿陸

１ ： ※ 02 受付番号 ※ 03 ※ 申請者 05 適格組

２ ： 04 の規模 合証明

令和　     　年度において、貴                    　で行われる測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。

令和               年              月              日

06 本社（店）郵便番号 07 法人番号

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

08 本社（店）住所

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

09 商号又は名称

10 役職

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

代表者氏名 11 担当者氏名

12 本社（店）電話番号 13

（ 内線番号 ）

14 本社（店）ＦＡＸ番号 15 電子入札用ICカードの登録番号

16 メールアドレス

（17 代理申請時使用欄）

申請代理人 申請代理人郵便番号

申請代理人住    所 申請代理人電話番号

申請代理人氏    名

18 登録を受けている事業

登 録 事 業 名 登 録 番 号 登 録 年 月 日 登 録 事 業 名 登 録 番 号 登 録 年 月 日 登 録 事 業 名 登 録 番 号 登 録 年 月 日

 号 年 月 日 号 年 月 日 号 年 月 日

号 年 月 日 号 年 月 日 号 年 月 日
号 年 月 日 号 年 月 日 号 年 月 日

号 年 月 日 号 年 月 日 号 年 月 日

設立年月日（和暦） 20 みなし大企業

下記のいずれかに該当する 該当しない

・ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業

・ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業

・ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業

※欄については、記載しないこと（以下同じ）。

01 新 規 業 者 コ － ド 平 成 ・ 令 和 年 月 日

更 新 第 号

一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）

       　殿

担当者電話番号

17

測 量 業 者 建 築 士 事 務 所 建 設 ｺ ﾝ ｻ ﾙ ﾀ ﾝ ﾄ

地 質 調 査 業 者 補 償 ｺ ﾝ ｻ ﾙ ﾀ ﾝﾄ 不 動 産 鑑 定 業 者
司 法 書 士 計 量 証 明 事 業 者

年 月

土 地 家 屋 調 査 士

日

19

明治

昭和

令和

大正

平成
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様式８を次のように改める。

※ 受付番号 ※ 業者コ－ド

23 建設コンサルタント及び補償コンサルタント登録業者の登録部門

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

区                            分 直     前     決     算     時
（千円）

① （  う  ち  外  国  資  本  ）

②

③

④

25 税引前当期利益（千円） （S） １ ３

① 流 動 資 産（千円） （m）

26 ② 流 動 負 債（千円） （ｎ） ２

③ 固 定 資 産（千円） （Q）

④ 総 資 本 額（千円） （R）

27 ① （S/R×100） （％） ①  年 月 日

② （m/ｎ×100） （％） ② 年 月 日 から

③ （P/Q×100） （％） 年 月 日 まで

③ 年 月 日

④ 年

30 ① 技    術    職    員 ② 事    務    職    員 ③ そ の 他 の 職 員 ④ 計 ⑤ 役職員等

（ 人 ） ※  ⑤は④の内数

１

（ 外資比率 ：          ％   ）

（ 外資比率 ：          ％   ）（ 外資比率 ：   １００％   ）

総
合
補
償

外 国 籍 会 社

日 本 国 籍 会 社

日 本 国 籍 会 社

電
気

電
子

［ 国名 ：                                      ］

［ 国名 ：                                      ］

24

営
業
年
数
等

損 益 計 算 書

貸 借 対 照 表

経 営 比 率

28

外
資
状
況

総 資 本 純 利 益 率

株 主 資 本

．

常 勤 職 員 の 数

自 己 資 本 固 定 比 率

評 価 ・ 換 算 差 額 等

新 株 予 約 権

計　（P）

創 業29

休 業 期 間 又 は

転 （ 廃 ） 業 の 期 間

流 動 比 率

自
己
資
本
額

河

川

、
砂

防

及

び

海

岸

・

海

洋

港
湾
及
び

空
港

電
力
土
木

道
路

現 組 織 へ の 変 更

営 業 年 数

．

森
林
土
木

水
産
土
木

造
園

都

市

計

画

及

び

地

方

計

画

廃
棄
物

鉄
道

上

水

道

及

び

工

業

用

水

道

下
水
道

農
業
土
木

補 償 コ ン サ ル タ ン ト 業 務

地
質

土
質
及
び

基
礎

鋼

構

造

及

び

ｺ

ﾝ

ｸ

ﾘ

ｰ

ﾄ

ト
ン
ネ
ル

営
業

補
償

・

特
殊

補
償

事
業
損
失

補
償
関
連

土
地
調
査

土
地
評
価

物
件

．

［ 国名 ：                                      ］

［ 国名 ：                                      ］

機
械

工
作

物

施

工

計

画

、

施

工

設

備

及

び

積

算

建
設
環
境

機
械

建     設     コ     ン     サ     ル     タ     ン     ト     業     務

令和　　　年　　　月　　　日

殿

年 月 日

〒

下記のとおり変更があったので届出をします。
記

１．変更内容

２．変更事項にかかる添付書類名

記載要領
１　本様式に収まらない場合には、裏面等に記載することとし、その旨を本様式の欄外に注記すること
２　契約中の案件がある場合には、上記２の欄に契約部局、契約番号、及び契約件名を添付書類と併せて記載してください。
３　「本店住所」、「商号又は名称」、「本店代表者の氏名」を変更する場合には、フリガナを付すること。

変　更　年　月　日

住 所

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

担 当 者 氏 名

変　　更　　事　　項 変　　　　　　　更　　　　　　　前 変　　　　　　　更　　　　　　　後

担 当 者 電 話 番 号

一般競争（　指名競争　）参加資格審査申請書変更届　（　測量・建設コンサルタント等業務　）

登 録 部 局 名

登 録 業 種 名

資 格 認 定 通 知 書 の 令和

認定年月日 ・ 業 者 コ ード
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様式特３（イ）を次のように改める。

様式特４を次のように改める。

一般競争（指名競争）参加資格認定通知書 記

殿

受付番号

令和　　　　年　　　　月　　　　日

部局長

有効期間 令和　　　　年　　　　月　　　　日　から

令和　　　　年　　　　月　　　　日　まで

郵 便 番 号

住 所

商 号 又 は 名 称

業 者 コ ー ド

業 種 区 分

※情報公開法に基づく開示請求があったときは、提出さ
れた申請書類（変更届を含む）は開示の対象となりま
す。（法人、団体及び個人の権利や競争上の地位その
他正当な利益を害するおそれがあるものを除く。）　さきに審査申請のあった標記の資格について、右記のとおり資

格があると認定（港湾空港関係を除きます。）しましたので、通知し

ます。

　なお、この通知書受領後に一般競争（指名競争）参加資格申請

書（測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等）の記載事項若しくは営業所の変更が

あった場合又は合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届

け出て下さい。

一般競争（指名競争）参加資格認定取消通知書
記

郵便番号

住　　　　　　所

商号又は名称

　 殿

業者コード　 受付番号 

令和　　　年　　　月　　　日

　
　 部　局　長

　 　

業　種　区　分

　先に令和　　年　　月　　日付けをもって一般
競争（指名競争）参加資格がある旨通知した
が、上記の資格については、その認定を取り
消したので、通知します。
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別添を次のように改める。
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附 則

（適用）

１ この通知による改正後の建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領は、

地方整備局の所掌する測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コ

ンサルタント業務の請負契約を令和３年４月１日以降に締結する場合の一般競争及び

指名競争に参加する者に必要な資格並びに当該資格の審査並びに競争に参加する者の

選定等に関する事務の取扱いについて適用する。

（経過措置）

２ この通知の適用の際現に改正前の建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理

要領別表１に規定する業種区分毎の有資格者の要件に該当する者は、それぞれ、改正

後の建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領別表１に規定する業種区分

毎の有資格者の要件に該当するものとみなす。


